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【 請 求 項 １ 】
　 第 １ 絵 柄 を 変 動 表 示 す る 第 １ 絵 柄 表 示 装 置 と 、
　 遊 技 球 飛 翔 領 域 に 設 け ら れ た 遊 技 球 入 球 口 と 、
　 前 記 遊 技 球 入 球 口 へ の 入 球 を 契 機 と し て 当 た り か 外 れ か の 抽 選 を 行 い 、 そ の 抽 選 結 果 に
応 じ た 前 記 第 １ 絵 柄 の 変 動 表 示 を 指 令 す る 一 方 、 同 抽 選 結 果 が 当 た り の 場 合 に 当 た り 遊 技
状 態 に 移 行 さ せ る 当 た り 遊 技 制 御 手 段 と 、
　 前 記 当 た り 遊 技 状 態 下 の 所 定 期 間 内 に 可 変 入 球 装 置 を 開 放 す る 可 変 入 球 装 置 制 御 手 段 と
、
　 前 記 当 た り 遊 技 状 態 下 に お け る 前 記 可 変 入 球 装 置 等 へ の 入 球 を 検 出 し 、 所 定 数 の 遊 技 球
を 払 い 出 す 遊 技 球 払 出 手 段 と
を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 可 変 入 球 装 置 制 御 手 段 に よ る 前 記 可 変 入 球 装 置 の 開 放 制 御 の 終 了 後 に 、 前 記 遊 技 球
払 出 手 段 に よ る 遊 技 球 の 払 出 が 完 了 し た こ と を 検 出 す る 払 出 完 了 検 出 手 段 と 、
　 前 記 払 出 完 了 検 出 手 段 の 検 出 結 果 に 基 づ き 、 前 記 当 た り 遊 技 状 態 を 終 了 さ せ る と 共 に 当
た り 遊 技 状 態 以 外 の 通 常 遊 技 状 態 に 移 行 さ せ る 当 た り 遊 技 終 了 手 段 と
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

前 記 可 変 入 球 装 置 制 御 手 段 に よ る 前 記 可 変 入 球 装 置 の 開 放 制 御 が 終 了 し て か ら 前 記 当 た
り 遊 技 状 態 が 終 了 す る ま で の エ ン デ ィ ン グ 表 示 期 間 に エ ン デ ィ ン グ 表 示 を 行 う よ う 前 記 第
１ 絵 柄 表 示 装 置 を 表 示 制 御 す る 表 示 制 御 手 段 を 備 え 、 前 記 当 た り 遊 技 終 了 手 段 は 、 前 記 払
出 完 了 検 出 手 段 の 検 出 結 果 に 基 づ き 、 前 記 エ ン デ ィ ン グ 表 示 期 間 を 変 化 さ せ る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 可 変 入 球 装 置 制 御 手 段 に よ る 前 記 可 変 入 球 装 置 の 開 放 制 御 が 終 了 し た 直 後 の 所 定 期
間 を 標 準 エ ン デ ィ ン グ 期 間 と し 、 前 記 当 た り 遊 技 終 了 手 段 は 、 前 記 払 出 完 了 検 出 手 段 が 前
記 標 準 エ ン デ ィ ン グ 期 間 に 遊 技 球 の 払 出 完 了 を 検 出 し た 場 合 、 前 記 標 準 エ ン デ ィ ン グ 期 間
の 終 了 タ イ ミ ン グ で 前 記 当 た り 遊 技 状 態 を 終 了 さ せ る と 共 に 前 記 通 常 遊 技 状 態 に 移 行 さ せ
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。



【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
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前 記 表 示 制 御 手 段 は 、 前 記 標 準 エ ン デ ィ ン グ 期 間 内 に 、 予 め 設 定 さ れ た エ ン デ ィ ン グ 表
示 を 行 う よ う 前 記 第 １ 絵 柄 表 示 装 置 を 表 示 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 遊
技 機 。

前 記 当 た り 遊 技 終 了 手 段 は 、 前 記 払 出 完 了 検 出 手 段 が 前 記 標 準 エ ン デ ィ ン グ 期 間 に 遊 技
球 の 払 出 完 了 を 検 出 し な か っ た 場 合 、 前 記 標 準 エ ン デ ィ ン グ 期 間 の 終 了 タ イ ミ ン グ か ら 前
記 払 出 完 了 検 出 手 段 が 遊 技 球 の 払 出 完 了 を 検 出 す る タ イ ミ ン グ ま で 前 記 エ ン デ ィ ン グ 表 示
期 間 を 延 長 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 又 は ４ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 表 示 制 御 手 段 は 、 前 記 標 準 エ ン デ ィ ン グ 期 間 内 に 予 め 設 定 さ れ た エ ン デ ィ ン グ 表 示
を 行 う よ う 前 記 第 １ 絵 柄 表 示 装 置 を 表 示 制 御 し 、 前 記 エ ン デ ィ ン グ 表 示 期 間 が 延 長 さ れ た
場 合 、 前 記 予 め 設 定 さ れ た エ ン デ ィ ン グ 表 示 の 一 部 を 前 記 遊 技 球 の 払 出 が 完 了 す る ま で 継
続 表 示 す る よ う 前 記 第 １ 絵 柄 表 示 装 置 を 表 示 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の
遊 技 機 。
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